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「国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計経理規則例」の一部改正について 

 

 

 国民健康保険の円滑な運営につきましては、平素より格段の御協力、御尽力を賜り厚く

御礼申し上げます。 

 国民健康保険団体連合会は、「新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種における集

合契約等について」（令和２年 12 月 28 日付け健発 1228 第９号厚生労働省健康局長通知）

に基づき、市町村から委託を受けてワクチン接種費用に係る請求支払事務を行っていたと

ころですが、当該事務が令和６年３月をもって廃止されていることを踏まえ、別添のとお

り、「国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計経理規則例」（昭和 47年保発第 49

号厚生省保険局長通知）を改正しましたので、貴管内国民健康保険団体連合会への周知等

に御配慮をお願い致します。 


